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1.はじめに 

当大学では文化遺産を有する歴史都市を災害から保全し後世に継承するた

めに，「文化遺産防災学」の体系構築および「文化遺産防災技術」の研究開発

等を推進している．ここでは，防災計画を策定するために必要となるリスク

評価について，滋賀県の国宝および重要文化財建造物を対象とした自然災害

による被災歴とリスク調査結果について報告し，リスクがもつ地域性につい

て考察する． 

2.滋賀県における文化財建造物 

 滋賀県の国宝・重要文化財建造物は，全国 2574 件のうち，京都 335 件，奈

良 325 件に次いで 3 番目に多く 203 件である 1)．県中央北西寄りに県面積の

約 1/6 を占める琵琶湖が位置し，近江盆地が形成され，県境は県面積の約半

分を占める森林地帯となっており，可住地面積の狭い滋賀県において琵琶湖

の南東部に広がる平野部に文化財の約半数が集中し，残りの半数は県全体の

山麓付近に点在している．分布状況を図-1 に示す． 

3.滋賀県における文化財の被災歴 

 文化財の被災歴を一元的に管理しているところはない．そこで文化庁の災

害復旧補助事業で修復を行ったものについて，県が作成した文化財目録 2)よ

り，明治 33 年から平成 21 年 7 月までの被災歴について抽出し，原因を調査

した．被災した文化財の位置図を図-2 に，被災原因を図-3 に示す．この調査

により，南西部の日吉大社(4 回)，延暦寺(3 回)が集中的に被害を受けている

こと，滋賀県における自然災害は，台風期の風害，風倒木による被害がほと

んどを占めることが明らかになった． 

4.自然災害リスク 

 自然災害にはいろいろなものが想定されるが，ここでは各文化財建造物に

おける以下の 3 つのリスクの調査結果について GIS を用いたマップにより 

図-4～7 に示す．図中の茶色線は活断層である． 

◆地震災害リスク 

 各自治体の発行する「地震ハザードマップ」3）をもとに①揺れやすさ(図-4)，

②建物倒壊率，③液状化危険度の分布状況を調べた．いくつか想定される震

源のうち最大値となるものを記す．揺れやすさでは，琵琶湖西岸断層帯付近

の琵琶湖西岸で最大震度 7，琵琶湖南端部で最大震度 6 強，鈴鹿山地西縁断

層付近で震度 6 強以上，琵琶湖南東平野部では概ね震度 6 弱の分布状況であ 
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図-2 各文化財被災分布 

図-1 文化財建造物分布状況 
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図-7 過去の土砂災害図-6 各文化財土砂災害リスク 

った．建物倒壊率は琵琶湖南端部で高い被害率が想定されており，液状化危険

度は平野部の一部地域に集中して高くなっていた． 

◆洪水災害リスク 

 各自治体の発行する「洪水ハザードマップ」3）をもとに琵琶湖や河川氾濫に

より推定される最大浸水深を調べた結果を図-5 に示す．琵琶湖北部の姉川と安

曇川で浸水深 5ｍ未満が 2箇所あり，南東平野部で浸水リスクが集中している． 

◆土砂災害リスク 

 土砂災害リスクについて，地すべり 4），急傾斜地，土石流の警戒区域 5）にあ

る文化財を図-6 に示す．また，滋賀県で 1953 年 8 月～2005 年 8 月に発生した

地すべり，がけ崩れ，土石流の発生箇所 6）を図-7 に示す．両者を比較すると，

土砂災害リスクのある文化財近辺で過去に同様の土砂災害が発生したところは

ない．これは，警戒区域が非常に狭い範囲で設定されるためと考えられる．ま

た，被災歴より過去の土砂災害は断層端部付近で多く発生している． 

5.結果 

 以上の被災歴及びリスク調査より，滋賀県では台風の通り道，強風の発生す

る地形，高木が建造物の近くにある所，降雨量の多い所の文化財の風害および

土砂災害によるリスクが懸念されることが明らかとなった．地域別でみると，

琵琶湖西岸部及び琵琶湖南端部では活断層に近いことから地震による被害が，

琵琶湖南東平野部では地盤が緩いことから地震による被害と河川が多く低地で

あることから洪水による被害が想定された．土砂災害については，警戒区域内

にある文化財だけでなく，急傾斜地では危害が生じる恐れのある家が 5 戸ない

場合は指定されないため，斜面を有する文化財は

個々に調査が必要である． 

6.おわりに 

 木造文化である我が国の文化財建造物は，定期的

な修復や材料の取替等を行いながら，現在に至って

いる．建て直しが可能な倒壊や損壊は致命的な被害

ではないという説もあるが，自然災害リスクへの対

策は，人的災害の減災や防災コミュニティを作るき

っかけ，地域防災力の向上につなげることが可能で

ある．文化遺産防災は建造物だけでなく，美術工芸

品や参拝者，観光客，周囲の景観など様々な要素を

考慮する必要があり，今回の研究は，総合的に行われるべき防災計画の中の一側面として意味を持つ． 
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図-4 各文化財地震リスク 

図-5 各文化財洪水リスク
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